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Information

式
場
の
利
用
に
つ
い
て

　

霊
園
内
の
管
理
事
務
所
に
は
式
場
と

和
室
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
有
料（
料
金

は
左
表
の
通
り
）で
貸
し
出
し
を
し
て

い
ま
す
。
ま
た
、
飲
み
物
や
仕
出
し
の

注
文
も
事
務
室
で
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

納
骨
式
・
回
忌
な
ど
の
法
要
に
利
用
し

て
く
だ
さ
い
。

※
く
わ
し
く
は
環
境
衛
生
課︵
☎
20
︲

1
5
3
1
︶ま
た
は
、
い
ず
み
聖
地

公
園
管
理
組
合︵
☎
36
︲
2
2
9
2
︶

へ
。

　

霊
園
内
施
設
の
維
持
管
理
は
、
墓
地

の
使
用
を
許
可
さ
れ
た
人
の
管
理
料
で

賄
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
の
管
理
料

は
、
公
共
部
分（
広
場
、
道
路
、
駐
車

場
、
緑
地
な
ど
）を
管
理
す
る
た
め
の

も
の
で
、
墓
地
内
は
各
自
で
清
掃
す
る

こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。　
　
　

　

清
掃
せ
ず
草
だ
ら
け
に
し
て
い
る
と
、

隣
接
す
る
墓
地
の
使
用
者
に
迷
惑
を
掛

け
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

管
理
の
時
間
が
取
れ
な
い
人
は
、
墓

地
の
清
掃
を
代
行
す
る
制
度
も
あ
り
ま

す
の
で
、
い
ず
み
聖
地
公
園
管
理
組
合

（
☎
36
‐
2
2
9
2
）に
申
し
込
ん
で
く

だ
さ
い
。

許
可
の
取
り
消
し
も

　

次
に
該
当
す
る
場
合
は
、
墓
地
使
用

許
可
を
取
り
消
す
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

◦
使
用
者
が
死
亡
し
、
承
継
者
が
い
な

い
と
き

◦
使
用
者
が
住
所
不
明
と
な
っ
て
7
年

を
経
過
し
た
と
き

◦
普
通
墓
地
使
用
者
が
、
許
可
を
受
け

た
日
か
ら
2
年
を
経
過
し
て
も
囲
障

（
外
柵
）を
設
置
し
な
い
と
き

◦
3
年
間
管
理
料
を
納
め
な
い
と
き

変
更
手
続
き
を
忘
れ
ず
に

　

墓
地
使
用
許
可
書
の
記
載
内
容（
住

所
・
本
籍
・
保
証
人
な
ど
）に
変
更
が

あ
っ
た
場
合
は
、
30
日
以
内
に
手
続
き

を
し
て
く
だ
さ
い
。

　

特
に
住
所
変
更
が
あ
っ
た
場
合
、
納

付
書
な
ど
の
重
要
書
類
が
届
か
な
い
こ

と
に
な
り
ま
す
の
で
、
忘
れ
ず
に
手
続

き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　

下
水
道
事
業
は
、
皆
さ
ん
の
下
水
道

使
用
料
で
運
営
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

下
水
道
使
用
料
の
支
払
い
は
、
金
融

機
関
な
ど
の
窓
口
で
も
で
き
ま
す
が
、

便
利
で
確
実
な
口
座
振
替
を
お
勧
め
し

ま
す
。
手
続
き
は
、
領
収
書
と
口
座
届

出
印
を
持
っ
て
金
融
機
関
の
窓
口
で

行
っ
て
く
だ
さ
い
。

※
く
わ
し
く
は
下
水
道
課︵
☎
20
︲
1 

5
5
3
︶へ
。

　

外
国
人
犯
罪
の
多
く
は
、
不
法
滞
在

者
に
よ
る
も
の
で
す
。
よ
り
よ
い
国
際

交
流
を
推
進
す
る
た
め
、
外
国
人
の
不

法
滞
在
・
不
法
就
労
の
防
止
に
ご
協
力

を
お
願
い
し
ま
す
。

日
本
で
働
く
こ
と
が

で
き
な
い
在
留
資
格

　
「
短
期
滞
在
」「
文
化
活
動
」「
留
学
」

「
就
学
」「
研
修
」「
家
族
滞
在
」
の
在
留

資
格
で
は
、
日
本
で
働
く
こ
と
が
で
き

ま
せ
ん
。
た
だ
し
、
資
格
外
活
動
許
可

を
得
て
い
る
場
合
は
、
許
可
さ
れ
た
範

囲
内
で
働
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。

事
業
主
も
処
罰
さ
れ
ま
す

　

働
く
資
格
が
な
い
外
国
人
を
雇
っ
た

場
合
、
事
業
主
や
、
そ
の
仕
事
を
あ
っ

せ
ん
し
た
人
は
、
不
法
就
労
助
長
罪

で
処
罰（
3
年
以
下
の
懲
役
も
し
く
は

3
0
0
万
円
以
下
の
罰
金
）さ
れ
ま
す
。

　

来
日
外
国
人
を
雇
用
す
る
場
合
は
、

パ
ス
ポ
ー
ト
で
、
在
留
期
間
が
切
れ
て

い
な
い
か
、
働
く
こ
と
の
で
き
る
在
留

資
格
か
を
よ
く
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

不
法
滞
在
・
不
法
就
労
者
に
関
す
る
情

報
が
あ
る
人
は
、
最
寄
り
の
警
察
署
、

交
番
、
駐
在
所
へ
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。

※
く
わ
し
く
は
成
田
警
察
署︵
☎
27
︲

0
1
1
0
︶へ
。

墓
地
内
の
清
掃
は
各
自
で

い
ず
み
聖
地
公
園

適切な管理をお願いします

下
水
道
使
用
料
の
納
付

支
払
い
は
期
限
内
に

今月の 納 税

市・県民税（第1期）

※�口座振替の場合は口座の残高を確認
してください。納税通知書の内容につ
いては市民税課（☎20-1513）、納税
については納税課（☎20-1519）へ。

納期内の納付にご協力をお願いします

納期…6月16日㈬〜30日㈬

種類 使用料 冷暖房費

式場 4時間まで1時間につき2,415円、
超えると1時間につき1,050円 1時間につき262円50銭

和室 4時間まで1時間につき1,050円、
超えると1時間につき525円 1時間につき52円50銭

式場・和室の使用料

外
国
人
の
不
法
滞
在
・
不
法
就
労

事
業
主
は
確
認
を
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地
区
は
除
く
）

※
申
し
込
み
は
ク
リ
ー
ン
推
進
課︵
☎

20
︲
1
5
3
0
︶ま
た
は
下
総
支
所

農
産
土
木
課︵
☎
96
︲
1
1
1
2
︶、

大
栄
支
所
農
産
土
木
課︵
☎
73
︲
8 

0
6
3
︶へ
。

　

が
け
崩
れ
は
、
斜
面
が
突
然
崩
れ
落

ち
る
災
害
で
、
大
雨
・
長
雨
・
地
震
に

よ
り
、
地
面
が
緩
ん
だ
と
き
に
発
生
し

ま
す
。
ス
ピ
ー
ド
も
速
く
、
崩
れ
た
土

砂
が
、
斜
面
の
高
さ
の
2
〜
3
倍
離
れ

た
所
ま
で
達
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

　

市
で
は
、
危
険
な
が
け
地
へ
の
擁
壁

の
設
置
や
、
の
り
面（
傾
斜
地
）の
整
備

に
対
し
て
補
助
を
し
て
い
ま
す
。

対
象
と
な
る
事
業
＝
次
の
い
ず
れ
か
に

該
当
す
る
も
の（
宅
地
造
成
事
業
や

宅
地
分
譲
事
業
の
一
つ
と
し
て
の
整

備
は
対
象
と
な
り
ま
せ
ん
）

◦
高
さ（
垂
直
）が
5
m
以
上
、
傾
斜
度

が
30
度
以
上
の
が
け
地
の
整
備

◦
崩
壊
し
て
住
居
に
著
し
い
被
害
を
及

ぼ
す
恐
れ
の
あ
る
が
け
地
の
整
備

補
助
額
＝
5
0
0
万
円
を
限
度
に
、
事

業
費
の
半
額

　

補
助
を
受
け
る
に
は
手
続
き
が
必
要

で
す
。
着
工
す
る
前
に
土
木
課
に
相
談

し
て
く
だ
さ
い
。

※
く
わ
し
く
は
同
課︵
☎
20
︲
1
5
5 

0
︶へ
。

　

市
で
は
、
ご
み
の
減
量
化
と
再
資
源

化
を
図
る
た
め
、
資
源
ご
み
を
回
収
す

る
リ
サ
イ
ク
ル
運
動
を
推
進
し
て
お
り
、

新
た
に
リ
サ
イ
ク
ル
活
動
に
取
り
組
む

団
体
の
登
録
を
随
時
受
け
付
け
し
て
い

ま
す
。
現
在
、
子
ど
も
会
や
自
治
会
な

ど
1
6
8
団
体
が
リ
サ
イ
ク
ル
活
動
を

行
っ
て
い
ま
す
。

対
象
＝
区
、
自
治
会
、
子
ど
も
会
、
老

人
ク
ラ
ブ
、
小
中
学
校
P
T
A
、
そ

の
ほ
か
地
域
住
民
で
構
成
さ
れ
た
営

利
を
目
的
と
し
な
い
団
体

奨
励
金
＝
市
内
の
一
般
家
庭
か
ら
集
め

た
資
源
物
1
㎏
当
た
り
10
円
を
リ
サ

イ
ク
ル
団
体
に
交
付

資
源
物
＝
紙
類
、
繊
維
類
、
瓶
類
、
缶

類
、
金
属
類
、
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル

（
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
の
み
下
総
・
大
栄

地
域
で
の
リ
サ
イ
ク
ル

推
進
し
て
い
ま
す

が
け
地
の
整
備

5
0
0
万
円
を
限
度
に

事
業
費
の
半
額
を
補
助
し
ま
す

【5月16日〜31日】

国際交流協会講演会で

市長日誌

減免対象世帯（市民税所得
割課税額は住宅借入金等特
別税額控除適用前の額）

減免額（年額）

小学校1〜3年生の兄姉がいない世帯
または就園児が3人以上の世帯 小学校1〜3年生の兄姉がいる世帯

1人就園の場合または
同一世帯から2人以上
就園している場合の
最年長者（第1子）

同一世帯から2人以上
就園している場合の
次年長者（第2子）

同一世帯から3人以上
就園している場合の
左以外の園児（第3子
以降）

小学校1〜3年生の兄・
姉を1人有しており、
就園している場合の最
年長者（第2子）

小学校1〜3年生の兄・
姉を1人有しており、就
園している場合の左以
外の園児（第3子以降）

生活保護を受けている世帯 220,000円 260,000円 299,000円 240,000円 299,000円

市民税非課税世帯
市民税所得割非課税世帯 190,000円 245,000円 299,000円 218,000円 299,000円

市民税所得割課税額
34,500円以下の世帯 106,000円 203,000円 299,000円 155,000円 299,000円

市民税所得割課税額
183,000円以下の世帯 43,600円 172,000円 299,000円 108,000円 299,000円

幼稚園の入園料・保育料を補助
　私立幼稚園に通園している園児の保護者世帯の課税状況により、入園料・保育料を補助します。補助を希望する保護者は、
6月25日㈮までに、各幼稚園から配布される申請書類を園に提出してください。締切日までに書類が配布されない場合は連絡
してください。
※くわしくは保育課（☎20-1607）へ。

16日 国際交流協会講演会
伊能歌舞伎保存会定期総会

17日 印旛地区水防管理団体連合会総会
成田地区SOSネットワーク連絡
協議会総会

18日 危険物安全協会定期総会
19日 戦没者追悼式

市町村長会議
20日 成田空港緊急戦略プロジェクト会議
21日 水防訓練打合せ会議
22日 水防演習

区長会総会
24日 成田空港区域の変更に伴う公聴会

成田防犯連合会定期総会
25日 成田新高速鉄道建設促進期成

同盟総会
26日 なりた環境ネットワーク総会

ティ・ティ・エス総会
27日 航空機事故消火救難総合訓練

成田空港対策協議会定時総会
28日 市民憲章推進協議会総会及び

感謝状贈呈式
成田空港圏自治体連絡協議会総会

30日 成田市赤十字奉仕団定期総会
31日 成田POPラン大会実行委員会

自衛隊協力会総会

7 広報なりた 2010.6.15　☎／市外局番の記載のないものは「0476」です
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消
防
法
な
ど
が
改
正
さ
れ
、
平
成
20

年
6
月
か
ら
、
す
べ
て
の
住
宅
に
住
宅

用
火
災
警
報
器
の
設
置
が
義
務
付
け
ら

れ
て
い
ま
す
。

設
置
し
て
よ
か
っ
た

　

住
宅
用
火
災
警
報
器
の
設
置
が
被
害

の
軽
減
に
つ
な
が
っ
た
と
い
う
報
告
が
、

全
国
か
ら
続
々
と
寄
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。

実
際
に
あ
っ
た
事
例

　
「
コ
ン
ロ
に
鍋
を
か
け
た
ま
ま
外
出

し
て
し
ま
っ
た
と
き
に
住
宅
用
火
災
警

報
器
が
作
動
。
隣
の
住
人
が
警
報
音
に

気
付
き
、
ガ
ラ
ス
を
割
っ
て
屋
内
に
入

り
コ
ン
ロ
の
火
を
止
め
て
く
れ
た
の
で
、

鍋
を
焦
が
し
た
だ
け
で
済
み
ま
し
た
」

「
ア
パ
ー
ト
の
留
守
宅
か
ら
出
火
し
ま

し
た
が
、
隣
室
の
住
人
が
警
報
音
に
気

付
い
て
初
期
消
火
を
行
い
、
一
室
だ
け

で
火
災
を
食
い
止
め
ら
れ
ま
し
た
」

適
切
な
維
持
・
管
理
を

　

設
置
し
た
住
宅
用
火
災
警
報
器
が
万

一
の
時
に
正
し
く
作
動
す
る
た
め
に
は
、

ち
ょ
っ
と
し
た
日
ご
ろ
の
手
入
れ
が
必

要
で
す
。

　

次
の
こ
と
に
注
意
し
て
、
適
切
な
維

持
・
管
理
に
努
め
ま
し
ょ
う
。

◦
引
き
ひ
も
や
警
報
停
止
ボ
タ
ン
で
動

作
チ
ェ
ッ
ク
す
る
、
付
着
し
た
ほ
こ

り
を
ふ
き
取
る
な
ど
、
定
期
的
な
点

検
・
掃
除
に
留
意
す
る

　

点
検
・
清
掃
方
法
は
、
機
種
に
よ
り

異
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
の
で
取
扱
説

明
書
を
参
照
し
て
く
だ
さ
い
。

◦
適
正
な
場
所
や
位
置
に
設
置
す
る

・
市
で
は
、
条
例
に
よ
り
設
置
場
所
を

「
寝
室
」
と
「
階
段
の
上
」
と
定
め

て
い
る
の
で
、
寝
室
を
別
の
部
屋
に

変
え
る
な
ど
し
た
場
合
、
そ
れ
に
合

わ
せ
て
設
置
場
所
を
変
更
す
る

・
斜
め
に
な
っ
て
い
る
天
井
は
、
高
い

方
に
設
置
す
る

消
火
器
の
設
置
も

　

住
宅
用
火
災
警
報
器
で
火
災
を
初
期

の
段
階
で
発
見
し
て
も
、
消
火
器
が
な

け
れ
ば
火
を
消
す
こ
と
は
困
難
で
す
。

大
事
な
家
財
を
守
る
た
め
に
は
消
火
器

も
設
置
し
て
お
く
と
安
心
で
す
。

悪
質
な
訪
問
販
売
に
注
意

　

不
適
正
な
価
格
で
強
引
な
販
売
を
行

う
業
者
に
は
、
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

　
「
怪
し
い
な
」「
お
か
し
い
な
」
と

思
っ
た
ら
、
す
ぐ
に
消
費
生
活
セ
ン

タ
ー（
☎
23
‐
1
1
6
1
）へ
相
談
し
て

く
だ
さ
い
。
住
宅
用
火
災
警
報
器
の
訪

問
販
売
は
、
ク
ー
リ
ン
グ
オ
フ
制
度
の

対
象
と
な
っ
て
い
ま
す
。

※
く
わ
し
く
は
市
消
防
本
部
予
防
課

︵
☎
20
︲
1
5
9
1
︶ま
た
は
住
宅
用

火
災
警
報
器
相
談
室︵
1
0
1
2
0 

︲
5
6
5
︲
9
1
1
︶へ
。

　

車
道
や
歩
道
に
伸
び
た
枝
は
、
車
の

運
転
や
自
転
車
、
歩
行
者
の
通
行
の
妨

げ
と
な
り
、
思
わ
ぬ
事
故
を
引
き
起
こ

す
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

枝
の
剪せ
ん

定て
い

や
垣
根
の
刈
り
込
み
な
ど
、

所
有
者
は
適
正
な
管
理
を
お
願
い
し
ま

す
。剪
定
し
た
枝
は
、
ご
み
収
集
袋（
燃

や
せ
る
ご
み
）に
入
れ
、
集
積
所
へ
出

し
ま
し
ょ
う
。

※
く
わ
し
く
は
道
路
管
理
課︵
☎
20
︲

1
5
5
1
︶へ
。

　

介
護
保
険
料
は
、
3
年
ご
と
に
策
定

さ
れ
る
介
護
保
険
事
業
計
画
で
、
そ
の

期
間
中
に
必
要
な
介
護
給
付
費
を
推
計

し
、
第
1
号
被
保
険
者（
65
歳
以
上
の

人
）の
保
険
料
基
準
額
を
定
め
、
所
得

段
階
に
応
じ
た
保
険
料
を
お
願
い
し
て

い
ま
す
。

　

第
4
期
計
画
期
間（
平
成
21
〜
23
年

度
）の
平
成
21
年
度
に
は
、
介
護
従
事

者
の
処
遇
改
善
の
た
め
に
プ
ラ
ス
3
％

の
介
護
報
酬
改
定
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

こ
の
改
定
は
介
護
給
付
費
の
増
加
と
な

り
、
保
険
料
の
増
加
に
つ
な
が
り
ま
す
。

こ
の
た
め
、
報
酬
改
定
分
の
保
険
料
上

昇
を
軽
減
す
る
国
の
交
付
金
が
交
付
さ

れ
て
い
ま
す
。

　

平
成
21
年
度
は
保
険
料
上
昇
分
の
全

額
、
平
成
22
年
度
は
2
分
の
1
の
額
が

軽
減
さ
れ
、
市
で
は
、
合
わ
せ
て
約
3
、

4
0
0
万
円
の
交
付
を
受
け
、
3
年
間

の
保
険
料
基
準
額
を
45
円
引
き
下
げ
て

い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、
国
で
は
介
護
従
事
者

の
安
定
的
な
確
保
と
介
護
サ
ー
ビ
ス
の

質
の
向
上
、
介
護
基
盤
の
整
備
の
た
め

に
さ
ま
ざ
ま
な
施
策
を
講
じ
て
い
ま
す
。

　

今
後
も
、
介
護
保
険
制
度
へ
の
ご
理

解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

※
く
わ
し
く
は
介
護
保
険
課︵
☎
20
︲

1
5
4
5
︶へ
。

あ
な
た
の
家
は

設
置
し
ま
し
た
か
？

住
宅
用
火
災
警
報
器

保険料上昇のイメージ

改定による
増加分

自然増分を
含む保険料

21年度

国庫負担

22年度 23年度

本
来
の
保
険
料 改定による

増加分

自然増分を
含む保険料

21年度

国庫負担

22年度 23年度

本
来
の
保
険
料

改
定
増
分
の
半
分

介
護
保
険
料

国
庫
負
担
に
よ
り

軽
減
さ
れ
て
い
ま
す

伸
び
過
ぎ
た
樹
木

適
正
な
管
理
を
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